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中小企業組合等支援施策情報
10月からの請求書等の記載事項について
10月1日からの消費税率引上げや軽減税率の実施に伴い、仕入税額控除の方式として「区分記載請
求書等保存方式」が導入されます。現行の請求書に記載事項を追加する必要があることから対応状
況について確認しておきましょう。
免税事業者の方も、課税事業者と取引を行う場合、区分記載請求書等の交付を求められる場合が
あります。
○軽減税率の対象となる取引がない場合⇒現行の請求書がそのまま区分記載請求書になります。
○�全てが軽減税率の対象となる取引である場合⇒請求書に「全商品が軽減税率対象」と記載すれ
ば区分記載請求書になります。

追加しなければならない2つの記載事項
Ⓐ　軽減税率の対象であることが明らかになるよう「軽減税率対象」などを記載
Ⓑ　税率ごとに区分して、合計した課税資産の譲渡等の対価の額（税込み）を記載

軽減税率制度に対応した区分記載請求書等の記載例
■�請求書において、軽減税率の対象となる商品
に「※」といった記号等を表示し、かつ、「※は
軽減税率対象」などの表示をする場合

■�同一の請求書において、軽減税率の対象とな
る商品と標準税率の商品とを区分し、軽減税
率の対象となる商品として区分されたもの
について、その全体が軽減税率の対象である
ことを表示する場合

■�軽減税率の対象となる商品に係る請求書と
標準税率の商品に係る請求書とを分けて作
成する場合

レジや受発注システムを導入・改修する方へ
の国の補助制度があります。
補助金の詳細はURLをご覧ください。
http://kzt-hojo.jp/� 完了期限は9月30日まで

■消費税の軽減税率対応のためのレジ・システム補助金
１　軽減税率対応レジの導入・改修の支援
　　●軽減税率対応レジの導入等支援
２�　受発注・請求書管理システムの改修等の支援
　　●受発注システムの改修等支援
　　●請求書管理システムの改修等支援

お問合せは、軽減税率対策補助金事務局
　0120-398-111（通話料無料）まで




